
- -1

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

地
中
海
漁
業
一
般
委
員
会
に
関
す
る
協
定
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八
号

（
）

先
議
）
要
旨

地
中
海
漁
業
一
般
委
員
会
（
以
下
「
一
般
委
員
会
」
と
い
う

）
は
、
地
中
海
及
び
黒
海
並
び
に
こ
れ
ら
に
接
続
す
る
水
域

。

に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
、
管
理
及
び
最
適
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
任
務
と
し
て
お
り
、
一
般
委
員
会
の
設
置
に

つ
い
て
規
定
す
る
地
中
海
漁
業
一
般
委
員
会
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う

）
は
、
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
十
四

。

年
）
十
二
月
に
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の
総
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
十
七
年
）
二
月

に
発
効
し
た
（
我
が
国
は
、
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
六
月
に
締
結

。
）

こ
の
改
正
は
、
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
十
月
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
一
般
委
員
会
の
第
二
十
二
回
会
合
で
採
択
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
持
続
的
な
利
用
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
、
国
際
漁
業
機
関
の
機

能
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
現
在
一
般
委
員
会
が
自
主
的
な
予
算
を
有
し
て
お
ら
ず
、
活
動
費
用
は
協
定
の
締
約
国
に

、

、

よ
る
任
意
拠
出
又
は
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
た
め

活
動
に
予
算
的
な
制
約
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
背
景
と
し
て

一
般
委
員
会
に
自
主
的
な
予
算
を
導
入
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
が
一
般
委
員
会
の
事
務
局
の
職
務
を
行
う
と
の
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
一
般
委
員
会
の
下
部
組
織
で
あ
る
委
員
会
及
び
作
業
部
会
の
設
置
並
び
に
専
門
家
の
採
用
又
は
任
命
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
Ａ

Ｏ
の
承
認
に
代
え
て
、
一
般
委
員
会
の
承
認
し
た
予
算
の
関
連
す
る
項
目
に
お
い
て
必
要
な
資
金
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
と
の
規
定
に
改
め
る
。

三
、
事
務
局
の
費
用
及
び
一
般
委
員
会
の
会
合
に
参
加
す
る
専
門
家
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
決
定
又
は
同
意
に
基
づ

き
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
予
算
か
ら
支
払
う
と
の
規
定
を
、
一
般
委
員
会
の
予
算
か
ら
支
払
う
と
の
規
定
に
改
め
る
。

四
、
一
般
委
員
会
の
各
構
成
国
は
、
一
般
委
員
会
が
採
択
す
る
分
担
率
に
従
っ
て
、
自
主
的
な
予
算
に
対
す
る
自
国
の
分
担
金

を
毎
年
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
分
担
金
の
額
は
、
一
般
委
員
会
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
採
択
し
及
び
改
正
す
る

方
式
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

五
、
一
般
委
員
会
の
事
務
局
長
は
、
一
般
委
員
会
の
構
成
国
の
承
認
を
得
て
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
事
務
局
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。

、

、

。

事
務
局
長
は

一
般
委
員
会
の
政
策
及
び
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
責
任
を
負
い

こ
れ
に
つ
い
て
一
般
委
員
会
に
報
告
す
る


